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１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

 

乳幼児を抱える保護者の子育てを支援する取り組みの一環として、授乳やオムツ替えの

設備を持った施設のうち、本ガイドラインの｢３事業の内容｣に定める基準を満たす施設を

｢赤ちゃんの駅｣として登録する。 

「赤ちゃんの駅」として登録した施設には、目印となる看板、のぼり又はステッカーな

どを掲示し、外出中の親子が気軽に授乳やオムツ替えができるような環境づくりに努める。 

 

２２２２    利用対象利用対象利用対象利用対象    

    

原則として、乳幼児(概ね３歳未満の児童)連れの保護者で、利用は授乳又はオムツ替えの

場合に限る。 

 

３３３３    事業の内容事業の内容事業の内容事業の内容    

    

赤ちゃんの駅では、次の（１）（２）の両方、又は一方を提供する。 

 

（１）（１）（１）（１）    授乳の場の提供授乳の場の提供授乳の場の提供授乳の場の提供    

    

ア 授乳のための場所を提供する。 

 

イ 授乳のための場所とは、四方を隔壁で仕切られた部屋、パーテーションなどで仕切

られたスペースなど、利用者が外部の目を気にせずに授乳ができる場とする。 

 

ウ 使用するスペースは、衛生面に配慮し、定期的に清掃を行う。 

 

 

本ガイドラインは、大津市における｢赤ちゃんの駅｣事業実施にあたり、標準的な運用方法

を定めたものである。 

｢赤ちゃんの駅｣設置については、各施設において、設置状況、利用条件等が異なるため、

利用者は各施設の施設管理者が示す利用条件のもとで、各施設の施設管理者の指示に従い、

利用するものとする。 



（２）（２）（２）（２）    オムツ替えの場の提供オムツ替えの場の提供オムツ替えの場の提供オムツ替えの場の提供    

    

ア オムツ替えをするための場所を提供する。 

 

イ 使用するスペースは、衛生面に配慮し、定期的に清掃を行う。 

 

ウ 紙オムツなどのごみは利用者が持ち帰る。但し、施設において専用のごみ箱等を用

意している場合はこの限りではない。 

 

（３）（３）（３）（３）    ミルク用お湯の提供ミルク用お湯の提供ミルク用お湯の提供ミルク用お湯の提供((((ミルク用のお湯を提供する施設のみミルク用のお湯を提供する施設のみミルク用のお湯を提供する施設のみミルク用のお湯を提供する施設のみ))))    

    

ミルク用のお湯は、厚生労働省のガイドライン(平成１９年６月５日 食安基第０６０

５００１号、食安監第０６０５００１号 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課

長、監視安全課長)に従い、７０℃以上に保ち、沸かしてから３０分以上放置していない

ものを提供する。 

 

４４４４    表示表示表示表示    

    

（１） 登録施設は、表示用の看板、のぼり、ステッカー等を利用者の目に付きやすい場

所に掲示する。のぼりの設置にあたっては、歩行者の通行の障害にならないよう

に注意する。 

 

（２） 看板、のぼり、ステッカー等の掲示及び管理は、施設管理者が行う。 

 

（３） 看板、のぼり、ステッカー等については、市が用意する。 

 

５５５５    事業実施日及び時間事業実施日及び時間事業実施日及び時間事業実施日及び時間    

    

（１） 事業の実施日や時間は、登録施設が登録時に決定する。 

 

（２） 登録施設の施設管理者の判断で、臨時的に事業を実施しないことができる。 

 

 

 

 

 



６６６６    利用の制限等利用の制限等利用の制限等利用の制限等    

    

  登録施設の管理者は、｢赤ちゃんの駅｣の利用者が、次の各号の一に該当すると認める

ときは、その利用を拒み、若しくは制限し、又は退去を命ずることができる。 

 

（１） 登録施設にとって、安全性の確保や適正な衛生管理を行う上で、重大な支障があ

ると認められるとき。 

 

（２） 利用者が、登録施設の施設管理者の指示に従わなかったとき。 

 

（３） その他、施設管理上の支障があるとき。 

 

７７７７    確認等確認等確認等確認等    

    

  市は登録施設に対して、必要に応じ、本事業の実施状況について確認することがある。 

 

８８８８    個人情報の保護（※利用時に氏名等を特定する施設のみ）個人情報の保護（※利用時に氏名等を特定する施設のみ）個人情報の保護（※利用時に氏名等を特定する施設のみ）個人情報の保護（※利用時に氏名等を特定する施設のみ）    

    

（１）  登録施設の管理者は、個人情報（大津市個人情報保護条例(平成１６年大津市条

例第１号)第２条第２項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）の保護の重要性を

認識し、本事業の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、

個人情報を適正に扱わなければならない。 

 

（２）  前項の取り扱いに当っては、個人情報保護法や大津市個人情報保護条例など関

係法令を順守しなければならない。 

 

９委任９委任９委任９委任    

    

 このガイドラインに定めるもののほか、｢赤ちゃんの駅｣実施にあたり必要な事項は市長

がこれを定める。 

 

 附附附附    則則則則 このガイドラインは、平成２３年１０月１日から実施する。 


